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Abstract

OntheMarriagemUrlllSumer

SetsukoOHE

Ｍａｍａｇｅｉｓｍｔｍａｔｅｌｙｒｅｌａｔｅｄｔｏｔｈｅｆａmilysystem，imheritancesystem，andkinshiprelationsmasociety・In

additiontothecomplexitiesoftheseproblems，thelackofavailablesourcematerialhashinderedresearchconcennnｇ

ｍａｍａｇｅｍＵｒｌＩＩＳｕｍｅｒ,resultmgmFa]kenstem'sNSGUbemgtheonlysubstantialstudyspecihcallyrelatedtothis

subject・TheFalkenstemstudyhasbeensupplementedtoaverymnordegreebyresearchmtoSumenanmamage

customsasameansoffUrtheringpnmaryresearchmtoOldBabylomanmamagecustoms・Also，theFalkenstem

NSGUstudysoughttoexplicateaUpositivelawsasmaybeinlCITedtomextantcourtrecords，andasaresultsuf-

ficientconsiderationcouldnotbegiventoeachmdividualcustom

Recognizmgthehnntationsoftheaboveandrelyingprhnarilyuponextantcourtrecordsandothersupplementary

materials,thepresentstudyseekstoidentifyspeciiicmamagecustomsoftheUrlllSumeriansmsofarasthesemay

beconfirmedtoday・Thefirstpartofthisstudy,mwhichweconsiderthesubjectsofengagementandmarriage,is

presentedhere

はじめに

いわゆるウルナンム「法典｣Ｄは，未だ欠損部分が多く，部分的な情報しか得ることはできないが，現在のと

ころで，婚姻に関わりを持つと考えられる規定としては，

もし不自由身分の男性ir/aradが，彼の望む不自由身分の女性g6meを要ったならば，その不自由身分の男性は解放され
るａｍａａｒｇ,４．２)としても，その（主人の)3〕家から出るべきではない。（第４条)4）

もし不自由身分の男性が（或る種の)自由身分の者dumUgi75)を要ったならば，－人の息子を彼(ir/arad)の主人に奉仕
させるべきである。……その’（或る種の)自由身分の者の（他の)息子を王／主人の許可なく不自由身分にすべきではな

い。（第５条)6）

もし若い男性gUmS7)の（未だ)床入りを済ませていない妻を，自由身分の(他の)男性,Uが暴力に及んで性行為をした
ならば，その男性を殺すべきである｡（第６条)8）

もし若い男性の妻が，彼女の意志で(他の)自由身分の男性に付き随い,彼が彼女の膝に横たわったならば，その女性を

殺し，その(相手の)男性は放免すamaar､9,4・べきである。（第７条)9）

もし自由身分の男性が彼と対等(？）の妻dammtalam1o)を離別するならば，彼は銀１マナを量り与うべきである。（第９
条)'1）
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もし自由身分の男性が（以前)寡婦nUmUSU12)（であった再婚の妻)を離別するならば，銀1/２マナを量り与うべきであ
る。（第10条)'3）

もし寡婦を，自由身分の男性が(婚姻の)契約記録なく彼女の膝に横たわったならば，彼は(離別に際して)銀を量り与う

必要はない。（第11条)'4）

も［し]花[婿(になるはずの者)]が［彼の義]父(となるべき者)の家に[入り]，［その]後，義[父(になるべき者)が彼(＝

花婿)の妻(となるはずの女性)を他の]男性に[与えた]ならば，彼(＝義父)は[彼(＝花婿)が持参した婚礼]の為の贈物

(？）nigld6.a]'5)を［2]倍[量り与うべきである]。（第15条)'6）

を挙げることができよう。ただし，現在までに発見されているこの種の模形文字法典／法規集が，文献学的に，

また法規範の体系上，どのような性格を持つものかということは，古来議論きれ続けているが現在も明瞭に為し

得ず残っている問題であり'7)，各々がその当時現実に適用された法典／法規集であったか否かについても，現在

の資料状況では判断を下すことは難しいので，上記の，ウルナンム「法典」に記きれている規定も個々をその儲

現実に施行されていた法規として鵜呑みにすることはできない。が，あらゆる規律を網羅しているわけではな

いこの「法典」に婚姻に関わる規定が編まれ，その後の諸法典／法規集でも必ず規定されているうえに，欠損部

分を考慮に入れても逐次その規定は増えていること等を勘案すると，当時，婚姻に関する事柄が現実に関心をそ

そる問題になっていたことは確かなようである。実際，ウル第三王朝時代の社会の基本的構成単位は「家」

householdであったと考えられる18)が，婚姻は，その「家」構成の重要な前提である。

しかしこれまでのところ，シュメール時代の婚姻については，専ら，一連の神話や讃歌にあらわされている一

定の男女神や特定の女神と王によって執り行われた象徴的な婚礼儀式の解釈という神話学的研究が行われ'9)，人

間の日常生活レヴェルにおける婚姻の研究は殆んど行われていない20)。現段階では十分な資料が出土していない

こと，婚姻は単に当人同士の結び付きに止まらず，家族制度や相続，姻戚関係，等と直接関わりを持ち広がりが

大きいこと，がその原因の－つになっていると思われるが，反面，それ故に今後の研究の手懸りとして，現在の

ところで確認できる範囲で婚姻の実態を明らかにしておくことは意義があると考える。

現在のところ，手にし得る史料のうち当時の婚姻の様相を最もよく伝えているのは法関係記録，とりわけ裁判

記録である。そこで，本稿ではこれを中心史料として，その他の諸資料を援用しながら，ウル第三王朝時代に焦

点を当てて当時の婚姻の有様をできるだけ明らかにしていきたい21)。ただし，都合上前篇と後篇に分けて，本稿

では婚約・結婚を，後篇で離婚を扱うことにする。

本論に入る前に，ここで用いる史料について補足をしておくと，本論で明らかにするが婚姻は合法性を得るの

に書面をもってする必要はなく，従って，記録に残されたケースは他の必要性から婚姻が書き留められたり，何

等かのトラブルが生じた故に裁判沙汰となり記録に残ったものと考えられる22)。従って，記録にみられるケース

が，場合によっては必ずしも当時の典型を表わすものでないことは留意の必要がある。

裁判記録は，判決を踏まえた上で，当時の人々にとって記録の必要'性があるものだけ勝訴側に立脚して書式に

従い簡単にかなり慣用句を用いて書かれている。ウル第三王朝時代の裁判記録については1956-57年，Ａファル

ケンシユタインが集録して翻字・翻訳をし，更にこれを基に当時の実定法を再構成しようと試みている23)。婚姻

もその一つであるが，ファルケンシュダインは実定法の総括的研究を主眼としたため必ずしも個々が十分に検討

されているとは言えない。裁判記録は，以後少しづつ増えている。
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1．婚約

（１）結婚の申込みとその承諾

婚姻への手続きは，通常，将来結婚をしたいという意向を正式に相手側に伝え合意を取り付けることから始

まっている。この際，『王の名にかけて，某に某を要らしめよ、u・lugal……haan.｡u12』という類いの文句を口頭

で相手に述べることが慣行していたようで，現存する法関係史料では，結婚を希望する男性の父親，結婚を希望

する男性本人，花嫁となるべき女'性の父親，の何れかがその口上を述べている24)。フアルケンシユタインはこの

口上を求婚の言葉と見倣して“PNwillichheiraten，'あるいは"PN1m6gePN2heiraten''と訳し，記録は婚姻の取

り決め成立を前提として書かれたので，これに対する相手方の同意は一切記録されなかった，と解釈している25）

が，Ｃ･ヴイルケはこの口上を“PN1hatPN2ganzbestmmtgenommen”と訳し，婚約成立後の誓言と見倣してい

る26)。裁判記録ははじめに述べたような記録方法で簡潔に書かれている為に，これらの口上が単に求婚の言葉な

のか，あるいは婚約が整った場合にその証として儀礼的に唱えたものか全く説明していないが，「王の名にかけ

てmUlUgal』という誓約表現27)を伴った場合，『結婚する，獲得する，所有する，掴む』等の意味を持つ動詞

TUK（＝du12)28)がfAz”〃アスペクトをとり，この句を伴わない場合，動詞はＭｚ減アスペクトで表現されると

いう原則がみられる29)から，筆者は，この類いの口上(Ｍｎ城アスペクト）で求婚がされただけでなく，婚約が

成立した場合にも王の名の下にそれを(&〃”〃アスペクトで)確と誓約するという儀礼的な行為があったものと

考える。現存する史料では花婿候補の父親がこの口上を述べたケースが最も多いが，はじめに述べたように記録

に残ったケースはトラブルのあった婚姻が多く，後述するごとき婚約当事者たる男性の年令と婚姻に支障の生じ

る率を考慮に入れる必要があり，必ずしもこれが一般を反映していると速断することはできない。結婚を希望す

る女性本人，または結婚を希望する男女両性の母親が口上を述べるケースは現在のところみられない3｡)。ただ

し，（おそらく夫が生前取り交わしていたと推測される)娘の婚姻予約を，夫を亡くした妻即ち娘の母親が解消す

るというケースもある31)から，母親には婚姻の取り決めに口を出す権限が必ずしも無かったわけではなく，慣

習として，結婚を希望する男'性本人もしくは男女両性の「家」の家長相当の保護者が婚姻の話を持ち出す，とい

うことだったと考えられる。

結婚申込みの受け手については，少例において花嫁として所望された女性の父親が挙げられている32)が，殆

人どは求婚する側の者が『(相手方の所へ）現われてigini…_gar』上述の口上を述べた，と記録しているのみ

で具体的に相手を明示していない33)。結婚申込みの受け手に起因するトラブルが生じた例がない為に記録されな

かったか，あるいは求婚に対する諾否の権限を持つ者は慣習上明白であって周知の故に省略されたか，定かでは

ない。

ところが，最近発表された，エンリルとニンリルの結婚に至る過程を描いた物語は，婚約成立前後の状況を或

る程度詳しく描写しており，通常の婚姻を考察する上でもかなり示唆的である34)：

独身のエンリルは妻にする女,性を捜して諸国をめぐり，エレシュの地で，ハヤとニバダの間に生まれた女神スドを見初

める。彼は直接スドに『私の妻mtalamになってほしい』と結婚を申込むが，スドは自らそれを断る35)。しかしエンリル

は使者を立てて彼女の母親，エレシュの都市神ニダバに名乗りをあげ，贈物やスドの将来を約束して『あなたの娘御を妻

として要りたい。御承認いただきたい』と頼み込む。この申込みに対して彼女の母親は『祇候の贈物(？）mupada/zﾉﾉﾚjγ
馳沈ｊ腕36)と婚礼の贈物（？）nigde.a/bjbﾉ"池36)を持ち来るなら，中傷は(消えて)納まりましょう。私をあなたの義母



8０ラーフイダーン第VII巻１９８６

MuNu5Usbar6にするように。あなたがお望みのことをなきい」と返答をする。スドの母親によって婚姻が取り決められる
と，莫大な贈物がスドの母親の許に届く。最初結婚を拒んだスドは説得によって翻意したか意志を無視して従わされたか

不明であるが，滞りなく小姑ｅｉｉｂに付添われてエンリルの許へ輿入れする。

という筋立てである。この神話のオリジナルの作成年は不明であるが，淵源はシュメール時代に遡ると考えら

れる。物語の主人公がシュメールのパンテオンの最高神エンリルとニンリルであるから，話が現実とどのように

関わるか問題はあるが，この物語では，婚姻予約は当事者たる女神本人の合意に由らず，男神は代人を立ててそ

の母親と交渉を進め，母親は自分の窓意で娘の婚姻を承諾している；母親ニダバよりもエレシュにおける社会的

地位の低い父親は婚姻での役割が全く言及されていない；婚約の成立には贈物が必要である；花婿の姉妹が婚礼

で或る役割を担っている，ということを知る。従って，娘への求婚に対する諾否の権限に関していえば，ここで

は，家族の主導権を握る母親ニダバにその権限があり，その同意が婚姻の要件であると共に，必ずしも予め結婚

当事者である女性本人の合意を得ることを必要としていない，と言える。

上記は母権優位の許にある娘の婚姻神話である。前述の法関係記録と併せて考えると，一般に婚約は，結婚を

希望する(一定の)男性あるいは男女両性の「家」の家長相当の保護者によって締結きれ（実際的には，現存記録

に依ると，母親が子供の配偶者の選定権を持つのは父親が死亡した場合に限られているので，おそらく当時は選

定権者の第一111頁位に父親がおかれ，父親が不在の場合にはじめて母親が代行するという形であったと考えられ，

父権優位が窺える)，結婚当事者である女性には求婚も求婚に対する諾否の権限も与えられていなかったようで

ある37)。裁判記録に求婚の受け手が書かれていないのも，この慣習を前提としていた為と考えるのが妥当ではな

いだろうか。

（２）婚約の法的効力

裁判によって結婚することが確定したケース(おそらく婚約の不履行でトラブルが生じ，裁判沙汰になった

ケースと思われる)では，必ずその判決理由に上述の求婚・婚約の言葉が関係者間で交わされたことが挙げられ

ている38)。しかも婚約券締結した当事者よりも第三者によってその事実が証言きれている。またL95839)には，

ウルイガリムなる人物が，父親の決めた女性ゲメイガリムとは別の女性と結婚をする。（おそらくゲメイガリム側に

よって)裁判が起こされ，父親が自分の相続人ウルイガリムの為にゲメイガリムのところで婚約の口上を述べていたこと

が証人２名によって確認されたので，父親はゲメイガリムに対して銀ｌマナを支払うべきである。

とある。銀１マナは，後篇で論じることになる，妻に落度がなく夫の勝手で合法的婚姻を解消する場合に支払う

離婚金と同額である40)。またITTIII35164l)には，

デインギルムなる男性をめぐって姉妹マンギとイニムシャシャが婚約を主張し，裁判沙汰となる。その男性の母親が，

『マンギが(婚約の)取り決めを記した粘土板を受け取っている』と誓言したので，イニムシャシャは結婚を断念し，マン

ギがその男性と結婚した。

と記されている。

これらの記録によって，婚約の締結が，法的に婚姻成立の拘束力を持っていたことが分る。従って当時，この

ような形式の婚約をすることが必ずしも必要であったかどうかは分らないが，婚姻成立に支障が生じた場合には
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これが効力を発揮するので，通常は，婚姻の不当な不履行を避ける為にも慣習的に第三者を介入させるか記録に

残す等で婚約の締結を後日証明できるような形で婚約をしたものと思われる。

Ｌ９５８については，当の男性が既に他の娘と婚礼を済ました為，婚約を履行されなかった側は，履行の要求で

はなく，父親を相手に損害賠償の訴えを起した，というＰ,コシヤーカーの解釈がある42)。

（３）婚姻年令と親の同意権

上記の裁判記録Ｌ９５８では，相続人は親の定めた婚約者と結婚せず別人と婚姻するが無効にはなっていない。

従ってこの場合息子の配偶者の選択権が親にあったとは考えられない。ITTIII6610も同様である。ところが，

ITTIII644443)では，

ドゥガニズィなる男,性が二人の女`性ニンドゥブサルおよびハラバウと婚姻を約束し裁判沙汰となる。彼は口上をもって

ニンドゥブサルと婚約をしていた事が証人によって確認され，彼女と結婚をしたが，ハラバウの方とは彼の両親の同意を

得ることなく彼女の父親と婚約を締結していたので，離別した。

と記されている。Ｌ1106344)には，

（婚姻をめぐって何等かの支障が生じて裁判沙汰になるが,）フールムなる男性は，父親の同意によってゲメバウなる女

性と王の名において誓約して結婚した。

とある。ITTIII643245)にも，

シェシュカルラなる男,性がニンアバナなる女』性に口上を述べて婚約したことを４名の証人が誓言した。そして父親の同

意によってその女'性と結婚した。

と記されている。これらのケースは，息子の婚姻に親の同意が必要であることを伝えている。娘の場合，求婚も

それに対する諾否も共に保護者の権限にあるが，息子の場合，求婚は自らする場合と父親が口上を述べる場合が

あったことは既にみた｡このような，婚姻における親の介入のあり方についてファルケンシュタインは，『おそ

らく息子については，両親の同意は未成年に限られていたと思われる』と推察している46)。これに対してＳ・グ

レングスは，未成年の男`性は契約能力を持たないというファルケンシュタインの含みを取り挙げ,婚約に対して

男,性本人が持つ権限は，未成年といえども親のそれに対する権限とは別種の基本的なものであり，親の同意がな

い為に無効になったケースは，契約のうちの他の法的制約に抵触するところが何かあったからだ，と推論してい

る47)。しかし，グレングスのいう別の法的制約の根拠は稀薄である。

息子の婚姻に対する親の同意の要.不要の区別を説明できる証拠は現在のところはない｡ただ，ウル第三王朝

以後あまり遠くない時代にオリジナルが書かれたのではないかと考えられる，シュメール語・アッカド語併記語

彙集『アナ．イテイシユ』シリーズ48)の中に子供の成長過程が『彼(＝義父)は彼(＝捨子)を献身的に世話し，

彼の頬を打つことなく彼を養育し，彼に書記術を教え，彼を大人にして彼に妻を要らせた』49)と書かれているこ

とからも，通常は成人してから結婚したものと思われ，未成年で婚姻する場合は，何等かの配慮が加えられた可

能性は大いにあるから，親の同意の要・不要はこれに結び付けて考えるのが最も妥当なように思われる。ただ

し，未成年の場合，婚姻契約能力を全く待たないのではなく，本人の意志と親の権限の何れが優先するかはケー
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ス.パイ゛ケースで或る程度の柔軟性があったからこそ裁判沙汰となったのではないだろうか。

ところで，「アナ・イティシュ』の上記の箇所ではアッカド語〃/泌加(大人になる)に対してシュメール語はsa

te･nabLm･ｍＵが宛てられている。シュメール語の原義は今のところ不明である50)が，ｓａ『綱，網，筋肉』51)が

SU6『髭』の代りに用いられるという解釈52)を採れば，「頬に髭が生える』時期から成人と見倣されていたことに

なる。中期アッシリアの法規集では10才以上の男性が婚姻を許可されている53)ことを考え併せると注目に値す

る。

（４）賭物

前述のエンリルとニンリルの結婚物語の中では，婚姻予約の際，男性側が女性の家へ､i9..6.a；(nig.)ｍｕ・pada

を贈ることが礼儀として説かれていた54)。新アッシリアの書記はこの語に各々，アツカド語bjb/"肌;zjhjγ”””

を宛てている55)。Ａ・フィンケルシュタインは，mupadaの本来の義は『名前を挙げる』，即ちここでは所望する

女』性の保護者に花婿として自分を「選択し」てもらう為の贈物を意味するが，ｍｕｐａｄａは文学的パラレルとし

て区別して使われているだけで実際には、i9..6.ａと同じ婚姻の'慣習的な贈物を指す，と解釈する56)のに対し

て，Ｊ・レンガーは，婚約を成立させるだけの目的であれば二種類の贈物をする必要はなく従って各々異った目的

を持つ贈物である，という前提を立て，古バビロニア時代の婚礼の贈物リストＵＥＴＶ６３６を援用して，姉/況沈

の方は婚約の成立後に花婿側の家族のメンバーが花嫁の家族に持参するもので，婚姻を結ぶ男女双方の家族の緊

密な親族関係を設定．維持する為の贈物である，と定義している57)。

ハンムラビ「法典」159-161条は，男性が女性の父親の「家」にbjbl"机と，後述する婚資陀地α/"伽58)を持参し

たにも拘らず婚姻が不成立に終った場合の規定であるが，この場合陀沈α加沈とｂｊｂ/"池双方の帰属が問題にされ

ている。ところが，妻の死亡および夫婦双方が生存中に婚姻を解消する場合，陀噸α如蜘の帰属は問題にされてい

るがbjbﾉ"腕への言及は全くない59)。もしもｂｉｂｌ"腕が親族関係を設定．維持する為の贈物とすれば，なぜ陀沈α－

雌沈と同様に離別の際にその帰属が問題とならないのだろうか。おそらくｂｊｂｊ"腕は，その法的効力が婚姻の成

立と共に消滅する類いの贈物と考えるべきではないだろうか。

、i9..6.a；ｍｕ,padaは性格がいまひとつ明確にできないが，何れにせよ婚姻に関わる贈物ではある。ところ

が，管見の限りでは，上記のエンリルとニンリルの神話を措いて現在のところウル第三王朝時代にその用例はみ

られず，代って婚姻に際してnigmUSSaと呼ばれる贈物がみられる60)。しかしnigmUSSaは，後述するが，法関

係記録には全く言及きれておらず，婚姻の要件とは考え難い。

フィンケルシュタインはこのような状況に拘らず，ハンムラピ「法典」との関連から，はじめに挙げたウルナ

ンム「法典」１５条の欠損部分に敢えてnigde・ａを推定補充している61)。

法関係記録には婚約の際の贈与や取り決めの細目を記録した例は殆んど無いが，ＢＥＩＩＩ８では娘の父親が

ルーガルカルレが，我が娘と婚姻せんことを。（婚姻するならば，私は）彼に我が家を与え[よう]。

と求婚したことが記されている。HSM366262)では，息子の父親が我が子の婚約に際して家屋を与え，（おそら

くその所有についての後難を顧慮して）法的手続きを取っている。
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（５）契縁

裁判記録には記載の有無の基準は不明であるが，係争関係者の職業が記されていることがある。そこで，当時

どのような「家」と「家」の男女が婚姻関係を設定したかを知る一端ともなる為に，婚姻関係を結んだ，あるい

は結ぶ予定の，両家族の職業の分るものを全て列挙すると次のごとくになる63)。

婚姻関係を設定した／設定する予定の「家」の職業

弱・オFT4WF;麺

Ｚｔｌ２粉hlf

ＺＨ・’1△ｎ且》Ｅ

硯：轍

IＩ６５５Ｃ

ｉ§ｉｂは巫術を事とする神宮で，特に重大な行事に際して祓清めの儀式を司どる最高の神官であったようであ

る68)。gudu4(＝ＵＨ＋ISIB)も，多少役割は異なるが，やはり祭祀における祓清めを職掌にする神官である69)。

gudu4は神官としてのランクは一般にi§ｉｂよりも下級だったようである７０)が，ウルクとアラツタの王の競い合い

を描いた通称「エンメルカルとエンスケシユダンナ』物語では，gudu4,i§ib,lUmah等の神官が共にギパルで生

活をしていた様が描かれている71)ことをみても，ｉ５ｉｂとgudu4には接触の機会が多かったであろうことが窺われ

る。narは吟唱や楽器の演奏を職掌にし，王室と同様，神殿にも奉職して様々な儀礼や祝祭に参加している72)。

レンガーに依れば，神官としてのｎａｒは一般にgudu4と並ぶランクであるという73)。

上記の，婚姻関係を設定した／設定する予定の両家をみると，必ずしも同業者間に限って婚姻が行われている

わけではないが，父親同士が職業に接点を持つケースが多いことに気づく。これらの裁判記録を残した当該裁判

所の管轄が解明されない限り速断することはできないが，婚姻／婚約当事者の一方の「家」の職業のみ分るケー

ス74)も合わせると，当裁判所は実に様々な職業を持つ広範な人々の「家」に生じたトラブルを扱っているか

ら，このような結びつき方は一般の傾向を反映していると考えてよいかもしれない。

2．婚烟

旧弊の誇張表現ではあろうが，初期王朝時代末のいわゆるウルカギナの改革碑文は，『昔の女性達は各々二人

の男性と結婚していたが，今の女性達はその悪習（？）を捨てさせられた』75)と述べている。一方，古バビロニア

時代については，富裕な人々の場合一夫二婦のケースもあるが，一般民衆は一夫一婦であった，という報告があ

る76)。

ウル第三王朝時代では，現存する法関係記録からは。後述するような特別な場合77)を除いて，一夫一婦婚以

外の婚姻形態は検出できない。一人の男性が二人の女性と婚約をし，裁判で争ってその中の－人が婚姻を遂げて

いる例や，妻と離婚し別の女性と再婚をする例78)は，一夫一婦の,慣習が根底にあることを推定させる。行政・

経済記録の分析でも一夫一婦婚が報告されている79)。

テキスト 男性側 女性側

I7TH3547rev､２－９ 父親：布縮絨人（luTUG）“）
父親：布縮絨人（ldTUG）

ITTm6518obv､２'-6’ 父親 粉鵬人（ara5）
65） 父親 粉砥人（ara5）

ITTⅢ６５５５ 父親 吟唱楽人（nar） 父親 吟唱楽人（nar）

I7TH948 父親：（GALDI）
“〕 父親 牧人（sipa）

ＴＵＴ１２５obv･ij7'－１３ 本人または父親：牧人（sipa） 父親：料理人（mubaldim)6７

ITTⅢ６５５０ 父親：神官（gudu4）
(病妻の)父親：神官（gudu4）

(後妻に推された女性の)父親：神官（gudu4）

IＴＴＶ６８３２ 父親：神官（i5ib） 父親：神官（gudu4）

ITTU3523 父親：吟唱楽人（nar） 父親：神官（gudu4）
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（１）婚姻の締結

先にも述べたように,現存している婚姻例は殆んど，トラブルが生じた為に裁判沙汰となり記録に残されたも

ので，従って，司法の介在によって婚姻が締結されている。しかし，LllOO48o)は破損のない完全な記録である

が，

ウバルトゥムは，プズルハヤを妻として要った。証人達(４名)の前で王の名にかけて誓った。イッビ・シン４年。

とだけ記録きれている。この婚姻も何かの必要'性から書き留められたのには違いないが，婚姻は必ずしも司法の

介在を必要としないことが分る。

シュメール語では妻は一般にdam81)と呼ばれているが，夫を表わす場合も同じ呼称damが用いられ，その意

味では夫婦は同等の配偶者である。しかし，法関係記録では，婚姻の成立は一般に男性が女性をｒ(妻として）

要ったba・andu12』で表現ざれ82)，女性が行為の主体として記録された例はみられない83)。婚約の口上では，女
`性が主体として表現された例があるが，その場合も後日の婚姻は男性が動作主体として表現されている84)。ここ

で，この『結婚するdul2/αｸ”"」が実際的には何を指しているか，即ち，何を指標にして婚姻の成立と見倣され
たかということが問題となる。これは往々論議となる問題で，古くは司法の介在の下に行われた婚儀を指すと考

えられていた85)が，その後，コシヤーカーは，花嫁を花婿の家へ連れて行く行為と捉え86)，Ａ・フアン・プラー

ク，ＧドライバーとＪマイルズ，ヴィルケ等は，床入りの儀を済ませることであるという見解を採ってい

る87)。これに対しフアルケンシユタインは，dul2/αｸ痙加は性行為を表わす例もあるけれども，性行為も輿入れも

指きず『選び取る』という意味合いで使われている例もあり，原義はどうであれ，ウル第三王朝時代には使い古

されて単にニュートラルな抽象的言葉ｒ結婚する』としてしか使われなくなっていた，と考察している88)。Ｂ・

ランズバーガーもまた，古バビロニア時代のαﾉi”2Jは性的交りを意味していないと述べている89)。確かに，言葉

はより広義に用いられ抽象的な方向に進んだ可能性がある。しかし，はじめに挙げたウルナンム「法典」でも窺

われるように，未婚・既婚の区別は当時の男性にとっても女性にとっても重大な利害関係が加わったから’公に

婚姻の成立と見倣きれることになる婚姻成立の要件の方は等閑にされたはずはない。そこで，dul2/ａｌｌ”〃の用法

とは別に，婚姻成立の要件を明確にしておく必要がある。

ハンムラビ「法典｣90>は，130条に

もし誰かが，未だ男性を知らずしてその父の家に住んでいる他人の妻ｄ５３ｍｚ０腕を動きを封じて彼女の膝に横たわり，そ

こで捕えられたならば，彼は殺されその女性は放免きれる。

と規定し，未だ実父の家に居て夫の許に嫁いでいない女性を既に『妻』と呼んでいる91)。逆に，同128条では，

もし誰かが妻を姿ってα鑑nm腕ｊｈ"zも，彼女(と)の(婚姻)契約ﾘﾂﾞﾉbs""腕を締結しないならば，その女性は妻α蕊ﾛﾉ"腕で
苧

はない。

と規定し，既に内縁関係(＝事実婚)92)にあろうとも，契約が締結されなければ合法的な妻とは見倣していな
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い。従ってハンムラビ「法典」は，契約の締結を合法的婚姻成立の必須要件としていることが分る93)。

ウル第三王朝時代の裁判記録ITTII3547rev､２－９には，

ルニンシユブルなる男性がニンヒリスなる女性と結婚したmdul2am。（未だ）実父のところに住んでいたニンヒリス
をルニンシュブルが虐待したので，ニンヒリスは彼の妻たることを解消した94)。

と記録されている。これに拠ると，ニンヒリスなる女'性は，輿入れも床入りの儀も未完了の段階95)で既に『彼

の妻』であり，『結婚した』と見倣される状況にある。ITTIII5286reMh6'-16'では，

カームなる男性がバウイズなる女川性を妻として王の名にかけて誓った。その後バウイズを離別したので，彼は銀ｌマナ

をバウイズに支払う……

とあり，ここには『結婚する』という術語は用いられていないが，後篇で論じるように，妻に落度がなく，合法

的婚姻を解消する場合にのみ支払われる額の離婚金が支払われているので，『妻として王の名にかけて誓う』と

いうフレーズが，合法的婚姻を指していることが分る。換言すれば，王の名に基づく誓言あるいはそれが暗示す

る付随事項が，当時の人々にとって，婚姻成立の要件として了解されていたということであろう。婚姻記録で

は，『結婚した』という句の次に宣誓が書かれ，記録頻度が高いことからも婚姻締結の際には必ず婚姻の誓約が

行われたであろうことが窺われる。婚姻成立の要件については更にファルケンシュタインとグレングスの見解を

検討しておく必要がある。

ＩＴＴＶ６８３２は，

]．（４名)が裁判官ウルラマはニンニズを離別したmtag4o1nⅡ､．､３ｍ・ｄａｍＫＡｎｕ.Ｕ［］・ke§[｡a､a]nam.｡a[ｍ
で，その判決を行った者達である。

と読める。判決部分は破損しているが，ファルケンシュダインは，ｉｎｉｍＫＡ・ke§｡aがアッカド語冗ﾉｾsat"腕に通じ

る96)ことから，判決理由の下りinjmnam・damKAnu・UIlke§daanam・dam……を『彼は(彼女と)妻の契約を

結ばなかったということと，妻の……（が証明されたので)』と読み取り，古バビロニア時代の婚姻における契

約を考え合わせて，このケースはおそらく妻によって起された離婚金請求の裁判で，夫はそれを支払う必要がな

い旨の判決が下ったものと解釈した97)。そしてこの記録の存在を根拠に，ウル第三王朝時代においても，個々の

婚姻記録に婚姻契約が言及されていなくても，婚約とは別に婚姻締結に際して通常婚姻契約を結び王の名に誓っ

たこと，通常は花婿が花嫁を家に連れて来て後，二人以上の間でこれを取り交したが，婚姻当事者だけで交わす

場合もあったこと，契約内容はおそらく社会通念的なものより，個々の婚姻当事者に即した私的な約束が交わさ

れ，結婚生活に支障が生じた場合にこの契約が効力を発揮したこと，を推定した98)。

ファルケンシュタインは取り立てて婚姻成立の要件を明確にしようとしたわけではないが，花嫁の輿入れに発

して契約の締結を含む一連の儀式を想定し，この手順全体を要件と見倣しているようである。

これに対してグレングスは，婚姻契約の存在を疑問視する。即ち，ＩＴＴＶ６８３２以外に婚姻契約を直接表現す

る記録はなく，ｉｎｊｍＫＡｋｅ§｡ａ自体，文字通り解釈すれば口約束，即ち婚姻予約，と解釈することができ，記録

から婚姻予約と婚姻契約二通りの契約を区別することは困難である；ファルケンシュタインは記録の順番を基

に，『結婚した』という句の次に王の名の下での宣誓が書かれている場合，婚約とは別の，婚姻契約の為の誓言
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が行われたと見倣すが，記録順序は書記の窓意によって様々に書かれ得るし,婚約によって十分に花婿と花嫁を

拘束する関係を創り得るので，婚約以外に婚姻契約および誓言を想定することはむつかしい，と述べている99)。

筆者の私見に依れば，（i）injmKAke目｡ａを婚姻予約と解釈すると，ＩＴＴＶ６８３２のケースは婚姻契約はおろか

婚約も成立していない状況となり，その場合，裁判で夫婦の婚姻解消tag4として扱われることはあり得ない。

婚姻に際し常に古バビロニア時代のごとき契約が交わされたと結論するには証拠が不十分であるが，少なくとも

ウル第三王朝時代に契約を結ぶケースもあった事は否めない；(ii）裁判記録は判決に立脚して記録されるので,

判決は冒頭に書かれる場合と末尾に書かれる場合があるが，その他は記録次第が一定し,決して書記の恐意で書

かれていない。婚約の際の誓言は，必ず『(所望する相手の保護者の所へ）現われて』，『結婚を希望する／婚約

したこと（について相違ない事)』を誓うのに対し，『結婚をした」という句の次に書かれた王の名の下での誓約

は，第三者の前で行われ'00)，誓言内容は書かれない，もしくは『(将来）文句を言わない』ことを誓うという違

いがあり，従って各々は別の誓約で，後者は婚姻の宣誓と考えてよいのではないか101)；(iii）この宣誓はファルケ

ンシュタインの推定するように，輿入れ後に行われると考えるべき根拠は全くない，（iv)前述したように，婚姻

宣言は婚姻締結の際必ず行われたと考えられる，以上の点から，筆者は,婚姻成立の必須要件は，（古バビロニ

ア時代のごとく婚姻契約を締結することも要件に入っていたかもしれないが）少くとも王名にかけて証人の前で

婚姻締結を宣言することではなかったかと考える｡

（２）婚儀

婚姻の宣誓に連関して，法的でなく`慣習的なものとして通常は挙式が行われたと考えられる。これを伝える史

料は殆んどないが，「宗教婚儀の諸様相は実生活の婚姻に範がある102)」とみて宗教・文学作品と関係史料を比較

検討すると，ウル第三王朝第二代王シュルギとイナンナ神の婚礼讃歌に，シュルギが大量の家畜を携え特別の装

いでイナンナの許へ行くと，イナンナは沐浴をし口に香油を塗り目を黒ずんだ顔料で粧った花嫁姿でこれを迎え

る，という箇所がある103)。ウルカギナの碑文にも，離婚と対比させて『人が(誰かの)頭部に黒い顔料を塗った

場合…』104)という箇所があり，これが婚姻を指していることは諸学者も認めている。また,イナンナ神に対す

るシュメール語讃歌の一節に，『(彼女は,）共に身を横たえる男性が(花嫁として)布を被せることなく，妻には

なれない女性である』105)とある。裁判記録ITTII931では，夫に対して『……私の[被って]いる布をあなたの

頭に載せないで下さい｣106)と言った妻の発言が問題にされているが，これは婚礼に遡った言及と考えるべきで

あろう。

このように，婚礼では花嫁はおそらく念入りな色塗りの化粧をして布を被り，花婿が手を掛けて布を取り除

く，といったことが行われたと推定きれる。花婿側の詳細については分らない。

古および中期バビロニア時代からは，婚約の成立以後娘が婚家へ嫁ぐまでの婚礼およびその贈物の記録が出土

している,07〕。これに拠れば，花嫁が婚家へ嫁ぐ前に花婿の縁者が花嫁の家へ訪れ，神事を行い祝宴を催して互

いの親睦を図ること，花嫁の輿入れ前に花婿も花嫁の家を訪れ，数ケ月を過した後花嫁を婚家へ連れて帰るこ

と，等が分るが，ウル第三王朝時代には現在のところ次に述べるnigmussaの記録しかなく，法関係記録から

も，婚儀がいつ，どこで，どの位の間，どのような手順で行われたか等を知ることはできない。

エンリルとニンリルの婚姻神話では花婿の姉妹が婚姻において役割を担っていたが，史料からはそれらを窺い

知ることはできない108)。
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（３）nigmussaと婚姻締結の方法

ウル第三王朝時代の行政・経済記録から，時々nigmussa(＝Mil)S・SA)という術語が検出される。字義は『女

婿の(贈)物』であるが，古バビロニア人はシュメール語・アッカド語併記語彙集に，

(akk.）(sum.）

nig・ｍｉ.U[s]・saa､nimn

kUdam・tuk

kUdam・tuka・ｍｇｉ目・ban§ur・ta

bi.、､gar

(彼女の婚資を運んだ）

(婚資）

"γ-ｸａ－ａｓ－Ａ(Ｗノ

ガγ-ｸα-β"”

ﾋﾟﾉｧｰｶa-as-sIz`ノ

pa-UiSr-SW綴jだ-Aルル'2ノ
(彼女の婚資を彼は入れ物に置いた）

とし109)，nig・muSsaに彫、α/勿加を宛てている。陀池α如加は,ハンムラビ「法典」やエシュヌンナ「法典」に依る

と，婚姻に際して花婿が花嫁の｢実家｣に与える婚資で，婚姻を解消する場合は状況に応じてその帰属が法的に問

題となる類いのものである''0)。一般には『花嫁代』と訳されて,古来この陀汕α如加の性質をめぐって古バビロ

ニア時代の婚姻が売買婚か否か論議されてきた''1)。陀沈α雌沈の語は，管見の限りではアッカド時代に遡って検

出することができる112)。もしもnigmusSa＝陀汕α加加が正しければ,当然ウル第三王朝時代の婚姻も売買婚か否

かが問題となる。ところが陀地α加加は上記のように法領域に属するものであるから，当然，裁判でも問題とし

て取り挙げられているのに対し，nigmussaは離婚に際しても裁判記録からは全く検出されない。従って，ま

ず，古バビロニア人によるnig・mussa＝虎,qﾉiα伽伽の解釈の是非が問題となり，ウル第三王朝時代におけるnig

mussaの用例を検討してみる必要がある。例えばＴＲＵ２９５には，

雄牛１頭’雄羊３頭，雄山羊２頭をアムル人エラヌムヘ。監督官はスミドイルム。雄牛１頭，雄羊２頭，雄山羊３頭を

アムル人マガヌムヘ゜監督官はルーガルカギナ。以上を彼等の義父u§barxの家へ；nigmussaを～するために……

とあり，I7YIII5271には，『……と30シラのエンマー麦の粉，（以上の)nigmussaを(神への供物として)王が捧

げ入れた…』とある。ウル第三王朝時代の記録では，nigmUSSaは大別すると，王家・高官の子息やアムル人''3）

に関連してＴＲＵ２９５のごとく表現されるか，ITTIII5271のごとく神への奉献と関連して用いられている''4)。

古バビロニア人がnig・mussaに蛇ｍａｔ"”を宛てていることから，nig・mussaをそのまま/cﾉﾘ､伽加と同義に解す

る学者も多いが，ファルケンシュダインは既に，nigmussaを『花嫁代』と同義とすることに疑問を持ち，ウル第

三王朝時代直前のラガシュのエンシ，グデアの碑文にあるニンギルス神とバウ神の婚礼認から，nigmussaを

『祝宴の御馳走』と解し，ウル第三王朝時代の婚姻も売買婚とは見倣していない''5)。

リピト・イシュタル｢法典」２９条''6)にはnigmussaの術語が用いられているが，この規定はエシュヌンナ「法

典」２５条やハンムラビ「法典」160-161条に一致し，従ってイシン王朝リピト・イシュタル王の段階では明らか

にnig・mussaは蛇、α加加と同義に用いられていたことが分る。古バビロニア人によるnig・mussaと陀沈α如沈の同

一視がどのような経由によるものかはともかく，筆者もおそらくウル第三王朝時代のnigmussaは，「(婚儀の）

祝宴の為の食糧』を意味していたと考える。祝宴はおそらく慣習として行われ，従って法関係記録には残らな

かったのではないだろうか''7)。出土例が王家・高官の子息やアムル人に限られるので，一般の'慣習と見倣すべ

きか否か不明であるが，上記の殆んとはドレヘム出土記録であり，ｉルヘムは国庫の記録保管所であるから対象
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が国庫の財に関係する者となるのは当然である。従って，ウル第三王朝時代にも大なり小なり前述のＵＥＴＶ

６３６にみられたような婚礼の祝宴を互いの家族間で催す慣習があったと考えてよいかもしれない。

婚姻締結の方法については，売買婚を示す証拠は全くみられない。むしろ男`性当事者と女性の保護者ないしは

保護者同士による共諾婚のように窺われる。古バビロニア時代の婚姻を売買婚とみるコシャーカーも，ウル第三

王朝時代の裁判記録は花嫁の代償物の支払いを伝えていない，と述べている118)。

ウルカギナ碑文およびアッカド期の記録には，婚姻税が言及されている''9)。ウル第三王朝時代にも婚姻税が

設けられていたかもしれないが，現在のところ記録には残っていない。

(4)婚姻形式

ITTIII5276rev､ｉ８－ｈ５＋ITTIII6570rev.ｉ’'－３'は，

ウルシュルの娘ニンナムマフニは，ルーガルイムルアの相続人である。ニバウはニンナムマフニと結婚したい旨を

[ルーガルイムルアに告げた]･ルーガルイムル[アは，彼女を彼の]相続から[外したという事を］２名の証人が誓言した。

と述べている。裁判の争点は別のところにあるが，養女ニンナムマフニは婚姻によって相続を外され，従って男

性の家へ嫁入りしている。ＭｗＹＶＩ５では，

……ウルトウマルは．ウルヌスクに対して『私はあなたの女婿です』と言った。他家へは(婿)入りしないことを王の名

にかけて誓った。……

とあり，ＢＥＩＩＩ８では，娘の父親が，花婿として所望する男性に，娘と結婚してくれれば自分の家を与えると述

べている120)。

婚姻した夫婦が新しい家族を形成する場所は、上記のように法関係記録から，夫方居住も妻方居住も検出でき

る'21)。これまでみてきたウル第三王朝時代の婚姻は明らかに家父長制的婚姻の特質を示しているが，その居住

形式は両居制だったようである122)。ただし，いずれの場合も，婚姻は「男性が女性を要る」で表現されてい

る。

夫婦がどちらの親族からも離れて新しく居を構える場合もあったかもしれないが，定かではない。

ITTIII5276obv・ｈ７'一rev､ｉ７には，

……ウルニンギズィダは大臣sukkal-mahの前で,彼の息子アダを相続から外し，ルバを彼の相続人にした。

とある。1771116528は損傷が多く転写テキストだけでは判じ難いが，ファルケンシュタインの補充123)が正し

いならば，

…かつて(生前)カルラは[家屋]と財産を妻に贈り，王の名にかけてその誓約をした(という事実について）証人(２名）

が居る。［ゲメイナンナ]ウヌガとその息子は証人に反論した。（しかし）［ゲメイナンナ]ウヌガは嫁として［舅の家に一

緒に]住んでおらず，［カルラは息子を相続から外したと妻が誓言した（ので)］……
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と読める。カルラの息子はゲメイナンナウヌガと結婚したが相続を外されていた。カルラの息子が死亡し，子供

を抱えた未亡人は，おそらく姑が舅から贈与された財産に関して，舅の死後，わが息子にも相続権がある旨を主

張して裁判を起したと思われる。ファルケンシュタインは，このような相続を外された男性の婚姻を全て妻方居

住と解釈している。が，彼の論によれば，妻方居住をすれば花婿は必然的に舅の相続人に加えられることになる

から，果して常にそのように双方の利害関係が都合よくいくものだろうか。

(5)夫婦間の権利義務

Ａ扶養の義務

ITTIII6550には，

ウルイガリムは，未亡人ララグラを要った。（ところが其の後)疾病したララグラは，そのために，［ウル]イガリムに

向って，『[ゲメ]バウをお要り下さい。そして［私]には大麦と羊毛を支給してほしい』と話した。［そこでウルイガリム

は，裁判官]達の前で（その約束を)変更しない[と誓った。］と羊毛［生存中？］ララグラはウルイガリ

ムの[所]から取得す[べし］……

と記録されている。おそらく夫婦間で交わした扶養契約の履行を夫が怠ったため疾病の妻が起した裁判であり，

夫は妻を扶養すべき旨の判決が下っている。これは夫婦で契約を交わした特殊なケースであるという解釈も成り

立つが，ハンムラビ「法典」148条には，

もし人が妻を要るも，ラブー（？）病が彼女を襲い，彼が他の女性を要ろうと心に決めたならば，彼は要ってもよい。

(ただし)彼はラブー（？)病が襲った妻を離別すべきではなく，彼女は彼が建てた家に住み，生存する限り彼は彼女を扶養

すべきである。

とあることから＆筆者は，妻が疾病した場合の夫の扶養義務の素地がウル第三王朝時代に既にあったと考える。

ただこの扶養が，一律に義務づけられたものか，夫にその能力がある場合に限るかは不明である。

当時はおそらく夫婦の財産関係は別産制であったと考えられる。財力のない夫の方が罹`患した場合，妻にはど

のような義務が課されていたのだろうか。

既に当時は通常一夫一婦婚であったことを述べたが，この記録からは，妻の疾病という特殊な事`情があれば，

重婚も許されていたことが窺える。

裁判記録ITTII2781は，父親の死後息子達が起こした遺産相続請求を扱っている。ここでは，父親の遺産は

その妻が生存する限り彼女が保有権を持つと共に扶養も保障され，相続人は，彼女の死後に父親の遺産を分配す

べき旨の判決が下っている。しかし，これは特殊なケースで，ウル第三王朝時代には通常，父親の遺産は息

子124)が相続し，父親の妻には相続権がない125)。妻は，婚姻に際して実家から持参したものと生前夫から受けた

贈与をその財産とし，夫の死後は，その財産で自活するか，再婚するか，義父あるいは息子の扶養に頼る，とい

う三者の中から択一しなければならない。

妻の扶養問題は相続と密接に関連しているので，稿を改めて相続について検討する中で詳しく述べたい。
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Ｂ貞操義務

ITTIII5286obv､ｈｌ－９に，

ウルラマはカタを要った。夫ウルラマが知ることなく他の男性が(既に)彼女と同衾していた。夫はそれ(に関して)誓言

することを拒否したが，カタが彼の申し立てを認めたので，カタは離別された。

とある。妻が，婚姻締結以前に性的交渉を持ったことを花婿に隠して結婚し，後，知れるところとなって，非処

女（あるいは隠蔽)を理由に提訴された。離婚全なく離別させられているから，訴えは正当と見微されたのであ

る。はじめに挙げたウルナンム｢法典｣からも窺えるように当時は女性の処女性が非常に重要視されたので，当然

の判決だったであろう。ＩＴＴＶ６９４８は，

……は[王の名にかけて]哲った゜ダムカルラは［ウル]バラグクガ以外誰とも同衾しなかったと雪言した。

とある。損傷が激しく状況が明確でないが，おそらくウルバラグクガはダムカルラの夫で，彼女は姦通の嫌疑を

かけられたため身の潔白を誓言した，と解するのが最も妥当であろう。ＩＴＴＩＩ９４８によれば，－組の男女が合法

的に婚姻を締結したが，妻が夫の部屋で同衾しない故に離別し，離婚金は支払われていない。この記録は，夫婦

は同居の義務があるという証左でもあろうか。

以上の記録からは，結婚すれば妻は夫に貞操義務がある，ということが明らかである。なお，ウル第三王朝時

代よりも男尊女卑が激しくなる古バビロニア時代の法規集でも夫の妻に対する或る程度の貞操義務が定められて

いる126)ので，現存する記録にはみられなくても，当代，程度の差はあれ，夫婦双方が貞操義務を負っていたと

推測する。貞操義務の違反は離婚の原因となる。従って，詳細は後篇の離婚で論じることにする。

ｃ夫婦の財産関係

まず，夫婦は別産制であった。妻は原則として遺産を相続できず，夫は証人をおいて窓意により妻に贈与の形

で財産を生前に分与している127)。夫が望めば，妻を相続人にも指定できたかもしれない128)。通常は，贈与財と

婚姻の際に実家から持参した嫁資が妻の財産で，この財産によって取得したものは妻の財産の中に加えられてい

る129)。夫から正式に受けた贈与については，相続人は父の遺産として請求することはできない。

夫婦の財産関係も相続の問題と密接に絡まり，ここで簡単に述べることはできないから，相続について考察す

る中で更に検討を加えたい。

おわりに

以上，ウル第三王朝時代の婚姻について，婚約から結婚までを検討してきた。はじめに述べたように，婚姻は

家族形態や相続制度等と密接に関連しているから，ここだけでは検討しきれない問題も多々あり，また，これま

で論じられたことが殆人どない為に仮説に止まるところもあった。これから個別に検討していかなければならな

いｏ

婚姻では，その解消のあり方も重要である。従って，後篇で離婚を検討した上で，ウル第三王朝時代の婚姻に

ついて筆者なりのまとめを述べたい。
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補記：

本稿において使用した略号表記は，Ａ"ﾉijD〃γＯ”"t/b海c/i""gBerlin-Grazu・a.，l926ffの表記法に従う。

注

ｌ） 一般に，序文・本文・後文の体裁で構成され立法意図も書き込まれた一連の模形文字法規集を法典と呼んでいる

が，これについては後述するように問題が多く，括弧付きで法典と呼ぶことにする。ウルナンム「法典」について

は，Ｊ・Finkelstem,``TheLawsofUr-Nammu,"/ＣＳ２２(1969),pp66-82；Ｆ・Y11dlz,“ATabletofCodexUr-Nammuhom

Sippar'''０ＷＳ５０(1981),pp87-97，Ｓ・Kramer,“TheUr・NammuLawCode：WhoWasltsAuther?”ＯｿｆＶＳ５２(1983),ｐｐ、

453-456参照。
Ｖ

ＳＬ２３７３４),５２)；Ａ,Ｆａ]kenstem,lVSGUIII,ｐ､９１；Ｎ`Lemche,``Andur5mmandMi§ａｍｍ：CommentsonIheProblem

ofSocialEdictsandtheirApplicationintheAndentNearEast,"ﾉＩＶＥＳ３８(1979),ppl5-21参照。

括弧内は筆者補足，以下同様。

Ｓｉ２７７ｉｊｌ６１'-64'．条数については，未だ欠損した条項も多く，粘土板によって条項の配列も異っているので，本

稿ではRBorger,Ｒｃｃｈ応一〃"dW71fscﾉｉｚ/fs況沈""ぬ〃Hjs"，fscﾉicﾉi､"oﾉQgiScﾉｉｃｍ蛇,TUATI/1,1982,ｐｐ,17-23に従っ

た。以下同様。

FajkenstemWSGUI,ｐ､９４参照。

si277m65'-75.

ＳＬ３２２３)；Finkelstein,“SexOffensesmSumerianLaws,''ＪＡＯＳ８６(1966),ｐ､370；BLandsberger,`JunghiiuUcbkeit：

EmBeitragzumThema<BeUagerundEheschhessung",”SWlzboﾉαCIU“た“ctHfs〃）１℃“/Ｍｎ汀j"ｏＤａｚ）翅Dcdocα”11,1968,

ｐ５７参照。

Ｓｉ２７７ｉｖ７６'-80'・

Ｓｉ２７７ｉｖ８６'-92'；Ｕ７７３９ｉｌ－１０

ＳＬ５５４５２)；Ylldlz,ＯＰｃｊｔ.,ｐ,９７参照。

Ｓｉ２７７ｉｖ９３'-97'；Ｕ７７３９ｉ２０－２４

ＤＯｗｅｎ,“Widows，rightsmUrlIISumer,，,ＺＡ７０(1980),ｐｐ､174-175；原田慶吉『模形文字法の研究」清水弘文堂書

房，1967年，204-205頁参照。

Ｕ７７３９ｉ２５－２９

Ｕ７７３９ｉ３０－３６

本稿82頁参照。さしあたり，フインケルシュタインの推定補充を掲げた：Finkelstem,ノＣＳ２２,ｐ６９１．２９９；ｐ､７５．

U7739iil3-23．

Ｐ・Koschaker,RechfsDc妙允ｈｅ"ぬＳｊ"die〃z”Gcse腫9℃〃ｊＧｇＵａ腕加"、，心1917,ｐｐ､1-6；GDIiverandJ・MUes,Ｔｌｉｅ

Ｂａｈｊ１"ｉｎ〃Ｌａｚｌ'ｓ1,1952,ｐｐ・’-53；Ｆ､Ｋｒaus，“EmzentralesProblemdesaltmesopotamischenRechtes：Wasistder

CodexHammu-rabi?,'Ｇ醜α"α８（1960),ｐｐ,283-296；Ｗ・Leemans,“KmgHammurapiasJudge,”SMD0bo/αｃＤａｕ虹II,pp

lO7-129iFjnkelstem,“AmmjSaduqa，sEdictandtheBabylonian`LawCodes,,"/CＳｌ５（1961),ｐｐ９１－ｌＯ４など参照。な

お，Ｔ・Frymer-Kensky,７ル"ｄｊｃｍ/Ｏ'Ｚｊｂａﾉﾉ冗仇ｃＡ"c〃"ＷｂａγＥ“'１(Ph.Ｄ・Dissertation,YaleUmv.，1977),ｐｐｌ３１－

ｌ３７は，この法典／法規集の,性格とそれをめぐる諸学説およびその問題点を簡略に整理している；ＭRoth,Ｓｃｈｏｌｎｓ此

Tmdjj”α"｡｣Ｉ化s”０，伽､〃Ｌα〃(ＰｈＤ・Dissertation,Unjv・ofPennsylvama,1979),ｐｐ６－１１も併せて参照。

LGelb,“HousehoIdandFamilymEarlyMesopotamia,''０ＬＡ５（1979),ｐｐ,１－９７．

松島英子「古代メソポタミアにおける神の婚礼の意味について」『三笠宮殿下古稀記念オリエント学論集』小学館，

1985年，313-317頁にはこれまでの研究が整理されている。

管見の限りでは，ファルケンシュタインの研究（注23）が唯一で，他は，僅かに，古バビロニア時代における婚姻

の研究に際し，必要に応じてその前代が一瞥されている程度である。SGreengus,“TheOldBabylonjanMalTiageCon-

tract,''ＪＡＯＳ８９（1969)，ｐｐ､524-532；CWUcke，“FamjliengrijndmgimaltenBabylonien,”ｍ：Ｅ・ＭｍｅｒｅｔａＬ（eds.)，

GcsdMec"ts花沈〃"dLcgitt'、"”z"γZcz4gz"Zgl986,ｐｐ､213-317．

王室と一般庶民の婚姻はおそらく事情が異なるので，本稿では一般の婚姻のみを扱う。Ｐ・Michalowski,“TheBride

ofSimanum,,'ＪＡＯＳ９５(1975),ｐ７１８参照。

Greengus,⑰.ｃｊｊ.，ｐｐ505,512-513参照。

AFalkenstem,、池〃czCs"”疵cﾉbe〃cc疵ﾉits"液""ぬ"：ＩＥｉ"ＩＣ”）｡ｇ〃"as)ﾉs〃”雄cﾉｉＢＤα海蛇ﾉﾉ",Zgl956；ＩＩ【/)"Scﾉﾉ砿

Ubc1w“'29""ｄＫｍ加飢“1956；IIIMuclht7Zjgm4"dBe沈ht癖加9F〃,I"d趣s測りOdKOPjc",1957．

婚姻予約の際の口上として以下のヴアリアントが集められる。ただし，この種の口上は，記録上一定の表現をとっ

たという可能性も考えられ，必ずしも現実にこの通りの文句をもって述べたかどうか分らない：MDavid,、海Ａ”‐

2）

3）

4）

１
１
１

５
６
７

１
１
１
１
１

８
９
田
Ⅱ
吃

13）

14）

15）

16）

17）

18）

19）

20）

21）

22）

23）

24）
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幼〃”αノルａｈｙｌ”jSc｣ic"Rcch41927,ｐ､８１；Fajkenstem,jVSGUI,ｐ,９９；Greengus,ＪＡＯＳ８９,ｐｐ､524-526参照。

1．結婚を希望する男性の父親による口上

ｉｍｕ､ｌｕｇａｌＰＮ１ｄｕｍｕ・ｍｕＰＮ２ｄｕｍｕ､ＰＮ３(・ak・a）ｈａａ･du12

『王の名にかけて，我が息子某，と，某３の娘某２を婚姻せしめよ』：ITTIII6610（＝｣VSCUIIl9)；ノＣＳｌ６,ｐ７８

ＨＳＭ３６６２

ｉｉｍｕ､ｌｕｇａｌＰＮ１ｄｕｍｕｍｕＰＮ２ｄｕｍｕ､ＰＮ３,ke4ha.a(､).du12

『王の名にかけて，我が息子某，を，某3の娘某2に（婚姻で)取らしめよ』：ITTIIIobv,6557ii5'-8'(＝lVSGUII

206)；｣VSGUII14,Ul5-l7・フアルケンシユダインはこの表現を書記の誤りとみて，息子某,を動詞du12の主語と

している。ITTIII6557は破損により後部を知ることはできないが，jVSGUIIl4のケースは，続く婚姻の下りでは

男'性が女性を要ったという表現がとられている：lVSCUII,ｐ２２参照。

ｉｉｉｍｕ､ｌｕｇａｌＰＮＩｄｕｍｕＰＮ２ＰＮ３ｉｂｊｌａ､ｍｕｈａ,andu12

『王の名にかけて，某2の娘某，を我が相続人某3に要らしめよ』：Ｌ９５８(＝｣VSCUII17)．

ｉｖｍｕ｣ugalPNibila・ｍｕｍｕｓｓａｚｕｈ６.ａ

『王の名にかけて，我が相続人某をあなたの女婿たらしめんことを』：ITTII960obv､８－１０(＝｣VSCUII18)．

ｖ［dumulzudumu､ｍｕｈａｂａ.｡u１２.ｄｕ１２

『我が息子があなたの[娘]と婚姻せんことを』：ITTII948(＝｣VSCUII22)．

2．結婚を希望する男性本人による口上

ｉｍｕ｣ugalPN1dumuPN2dam56badu12

『王の名にかけて，某2の娘某，を妻として要らしめよ』：IT71116444（＝jYSCUIIl5)．

ｉｉｍｕ｣ugalPNldumuPN2ha・a・du12

『王の名にかけて，某2の娘某，を要らしめよ』：ITTIII6432（＝｣VSCUIIl6此ITTIII6523ii'６'-7'（＝｣VSGUII

181)．

3．花嫁となるべき女性の父親による口上

ｉｍｕ･luga］ＰＮ１ｄｕｍｕ､ＰＮ２､ｋｅ４ＰＮ３ｄｕｍｕｍｕｈａ・andu12

『王の名にかけて，某2の息子某,に我が娘某3を要らしめよ』：jVSGUIIl4,Ｕ4-6．

ｉｉＰＮ・ｅｄｕｍｕｍｕｈａｂａ.｡u１２.du12

『某が，我が娘と結婚せんことを」：BEIn8

lVSGUI,ｐ９９．

WUcke,⑫.Cit.，pP245-246･

宣誓表現としてのmuIugalについてはＤ・Edzard,“ZumsumerischenEid,',ＡＳ２０(1974),ｐｐ６３－９４参照。

ＳＬ５７４参照。

アスペクトル化城睡沈伽に関連して，ha-…動詞ｊｆｍ９形（Pにcatlve/Optative)；ba-…動詞Htz沈鰹形（Af5rmatjve)と

いう関係が既に吉jll守氏によって指摘されている：吉川守「NeobabylonianGrammaticalTextsに於ける文法術語につ

いて(IⅡ)－Ｍnｍ/２，沈戯一(その三)」『広島大学文学部紀要』２８/2,1968年，317-343頁。特に338-339頁参照。

グレングスは｣VSGUII14，14-6；15-17を，母親が口上を唱えたケースと解釈している：Greengus,cP､ｃｊｔ.，ｐ､５２４

note94．しかし，口上を述べたニンマルカdNinmarkj.ｋａは女`性名とは特定できず，母親と解釈する根拠がない。

｣VSGUII14note2；HoLimet,LIA"ﾉﾉi”0秒腕zcs"腕`'４！"z"c“旙陀sdOczJ郷c"た｡即α子(lWms雄。，U筋1968,ｐ､137参照。

IT71116519rev､3-7＋I7TII960rev・’'－４'・

ITTII960obv,５－１０；ITTII948obv,5-8．

Ｌ９５８；ITTIII643Z；ITTIII6444；ITTIII6557等。

Ｍ・Civil,“EnljlandNmm:T11eMarriageofSud,,,ﾉＡＯＳｌＯ３(1983),ｐｐ､43-66．なお，部分的には1967年に発表されて

いる；id.,“Remarkson`SumerianBUjngualTexts，,'ＷＶＥＳ２６(1967),ｐｐ,200-21Ｌ

女性側の拒絶については，伝統的な作法という可能性も考えるべきかもしれない。

本稿82頁参照。

既にファルケンシュタインも，娘の婚姻契約能力について同様の推定をしている：AZSCUI,ｐ９９．

ITTIII6557obv・ii3"-rev､ｉ６'；ITTIII6432；I77TII6444iL958；JTTIII6610；｣VSCUIIl4等。

」VSGUIIl7参照。

ウルナンム｢法典」９条；ハンムラビ｢法典」138-139条も参照。

lVSCUII166参照。

Koschaker，“Ehesch]iessungundKaufnachaltenRechten，mitbesondererBemcksichtigungderijlterenKeUsclmft-

rechte,"ＡのγＸⅥIU3(1950),ｐｐ､215,282ｎｏｔｅ８８・グレングスはコシャーカーの説に反対し，このケースは賠償金の

支払いではなく離婚金の支払いであるという意見を持っている：Greengus,⑰.ｃｊ２，ｐｐ､526-527ｎｏｔｅｌｌ２

25）

26）

27）

28）

29）

30）

31）

32）

33）

34）

35）

36）

37）

38）

39）

40）

41）

42）
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」VSGUIIl5参照。

Ｍ、９１２，HK1zUyayandFalkenstem，“NeueRechts-undGerichtsurkundenderUrlll-ZeitausLaga§ausden

SammlungenderlstanbulerArchiiolo副schenMuseen,"ＺＡ５３(1959),ｐ､５３ＡｂｂＬ

」VSGUIIl6参照。

」VSCUI,ｐ９９．

Greengus,”.Cit.，ｐｐ,526-527．

ＤｉｅＳｅｒｉｅα”雄２３W,ＭＳＬ１，１９３７．

Ibjd.，ｐｐ､100-101,Ｔｆ７１１１１６－２Ｌ

ＳＬｌＯ４１３１)参照。

Ｊｂ”.，ｌ)-18)参照。

Whcke,⑰.cjf.,ｐｐ,241-242．

Ｍ－ＡＬＡ４３・Borger,妙.ｃ肱，ｐｐ､88-89§43；原田慶吉，前掲書，358頁43参照。

Civil,JAOS103,ｐ､５４Ｌ６７．本稿79-80頁参照。Civil,。P,ｃｊｊ.，ｐ５２Ｌ３３；pp55-561105-l29も参照。

ＨｈＩ,135-40(＝ＭＳＬＶ,ｐｐ､11-12)；ＨｸXIII,lLl27-l31(＝MSLVIII/１，ｐｌ８)；Ｎｉ・ForetoHｸXIII,Ｕ93-96(＝

ＭＳＬⅥ11/,，ｐ８４)も参照。

Finkelstem,ノＣＳ２２,ｐ､７５note5、ｍｕｐＡ.｡a/zilbj（Ｗｍｔ腕に関しては，Ｋｒaus,“AkkadlscheWOrterundAusdrUcke,VIIL

-Zuzjﾉｬﾉγ鋤”腕；馳腕α腕zαﾉﾚｸﾞﾌﾞ抑腕,”ＲＡ６５(1971),ｐｐ､99-112,ｅｓｐｐ・ｌｌＯを併せて参照すべきである。

Ｊ・Renger,“WhoareaUthosePeople?”ＯｚｌＶＳ４２(1973),ｐｐ､259-273,ｅｓｐｐｐ､272-273．

本稿87頁参照。
少

CHl38-139；141-142；149；162-164．ハンムラビ「法典」については，Ｅ,Szlechter,ＣｏｄＢｊｒｆｍ加腕"mP41977；

Borger,ＢａＭｏ"たcﾉi=AsSy7njScﾉicLcscs雌cﾉbe,1963,11,ｐｐ2-46,111,Ｔｆ,l-30iDriverandMUes,”・cjl.,I-II,1952,1955参

43）

44）

45）

46）

47）

48）

49）

50）

51）

52）

53）

54）

55）

56）

57）

58）

59）

照。

本稿87-88頁参照。

Finkelstem,”・Cit.,ｐ６９１．２９９；ｐ､７５note5、本稿78頁参照。

Edzard,ノＣＳｌ６,ｐ､７８，０．４３．

婚姻あるいは婚約当事者の一方の家族の職業だけが分るものは次の通りである。

60）

61）

62）

63）

64）

65）

66）

67）

68）

ＳＬ５３６７６)ｉＣＡＤＡ/I',ｐｐ､445-447,“/α/b"；ＡＨｚｲﾉ,ｐ８１“/α/bzc参照。

ＳＬ４０１１５２)ｂ),、)；ＣＡＤＡ/11,ｐ､２３３α、”；ＡＨｚｕ,ｐ６５ａｍｗ,ｐ､１３８５〃'j"〃参照。

ＳＬ４９ｘＡｌ)9,2)ｂ’３)ｂ;｣vscuIII,ｐ・lllGALDI参照。現在のところ職種不明である。

ＳｉＬ６１５５)；ＣＡＤＮ,ｐｐ､313-316〃"ﾉ､l珈沈";AHzu,ｐ,801〃"'何鰄沈"参照。
ＳＬ５３２１６)；ＣＡＤＩ/J，ｐｐ、242-243㎡”"，ＡＨ"，ｐ３９５だ”"；Renger，“UntersuchungenzumPnestertumder

altbabylomschenZeit,”ＺＡ５９(1969),ppl22-l26,esp､ppl24-l26参照。

テキスト 男性側 女‘性側

ＢＭ１４８２１ｒｅｖ､６－１０ 父親：医者（a・zu）

ＢＭ１９３６０ 本人：料理人（muhaldjm）

I77r923rev､１－５ 父親：吟唱楽人（nar）

IＴＴＨ９３１ 父親：ロバ飼い（Sipa・an§e）

I７ＴＵ２７８１ 本人：商人（dam・gar）

ITTH960＋Ⅲ６５１９ 父親 酒盃官（sagi）

ITTm5263 父親：牛飼い（UNU）

17丁Ⅲ５２８６

obv・iｊｌ－９

rev・ｈ６'－１６

父親：樹園労働者（､u・kjli6）

父親：吟唱楽人（nar）

ITTⅢ６４３２ 父親：樹園労働監督官（santa､）

lVSGUH1412-21 本人：羊飼い（sipa）

ﾉＣＳ８ｐ､４６KelseyMuseumof

Archaeology26
父親：牛飼い（UNU）

ＴＵＴ１２５ｏｂｖ・ｊｊｌ４'一rev､iji5 父親：商人（dam・ghr）
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ＳｉＬ３９８６５)；AHz(',ｐ､８４５，“魂；ThJacobsen，“AncientMesopotannanReUgion：TheCentralConcems,”PAPS

lO7/6(1963),ｐ４７７ｎｏｔｅｌｌ；Renger,”・Cit.，ｐｐ,143-172,esp・ppl60-172参照。

Renger,⑪.ｃ肱，ppl64-165、

筆者はベルリンによるテキスト編纂に依拠した：ABerljn,Ｅ"柳c液αγα"。Ｅ"s"ﾉiﾉﾚc鈍""α,ＯＰＢＦ2,1979,ｐ､４６１．

１１８．

ＣＡＤＮ,ｐｐ､376-379〃`畑；Gelb,“HomoLudensmEarlyMesopotamia,，，SjOγ４６（1975),ｐｐ,57-60；Renger,０ｶ.Cir.，

pp､172-187,ｅｓｐｐｐ､180-187参照。レンガーは『非宗教的な歌手』というゴードンのnarの解釈(E,Gordon,Ｓ"机e‐

池〃ＰｍＤｃ）６s,1959,ｐｐ､254,313）に反対している。クレイマーもｎａｒが神殿に関わっていたことを強調している：

Kramer,ＴﾉicS況加c池"s，1963,ｐｐ､169-l70

Renger,⑰､ｃｉｊ.,ppl85-187参照。

本稿注63)参照。

UKg611120'-24'.Ｈ､Steible,Ｄｊｃａｌ内"ﾉﾘzcjfschc〃Ｂａ"-〃"ｄＷｂｊ）ij"ScﾉｂｊｎＩ此",ＦＡＯＳ５/,，1982,ｐ､３１９notes25-29参

照。

中原与茂九郎「古代バビロニアに於ける男女関係について」『民族』２/4,1927年，6-9頁。

ITTIII6550、本稿89頁参照。

ITTIII6603；１万Ｖ６８３８４'＋ITTV6839obv・’'一rev､３.ITTIII6603の損傷部分をファルケンシュダインは，分

割で高額な離婚金を支払った旨に判読している。この推定が正しいならば，その負担にも拘らず離婚したわけである：

NSGUIIa

Gelb，ＯＬＡ５，ｅｓｐｐｐ､５６ｆｆ

Ｃ１白,klzdyayandFalkenstem,ＺＡ５３,ｐ､７７Abbl7a、

一般ではdamのみであるが王室の場合は少くともIin,ｄａｍ,lukurの三通りある。

『結婚をする』の表現として以下のヴアリアントが集められる：ＰＮ１(､ke4）ＰＮ２ｂａ,andu12；ＰＮ１・ke4PN2・e

baoandul2iPN,(.e）ＰＮ２ｂａ・an､du12；ＰＮ１ＰＮ２(､ke4）ｂａ・andu12；ＰＮｌＰＮ２(､ke4）ｎａｍ・dam.(､a.)§ｅｂａ・an・du12；ＰＮ】

､３ｍ・dam.§ｅＰＮ２・ke4ba.(an.)du12；ＰＮＩＰＮ２ｎａｍ・dam､ａｂａ,andu12；ＰＮ１､ｋｅ４ＰＮ２ｉｎ.｡u12.hｍ；ＰＮＩＰＮ２(・ke4）

、.｡u12.hｍ；ＰＮ１ＰＮ２ｍ－ｄｕ１２；ＰＮ１・ｋｅ４ＰＮ２ｎａｍｄａｍ.§ｅｍｕ｣ugaLkaMn・pa、

ＢＭ１９３６０は任意すべきである。ESoUberger,ＡＯＡＴ２５(1976),pp440-441notel7参照。

本稿注24)Lii参照。

Ｅ・Cuq,Ｅ伽dbss"γ/cdmifbahjﾉﾉ”血",〃sﾉoisasS)''7c""CSB'んsﾉojSﾉｶj臓陀s,１９２９など参照。

Koschaker,⑰､ａｔ.，ｐ２１４ｎｏｔｅｓｌＯ－１Ｌ

ＡｖａｎＰｍａｇ,Ｄｍｚｊ〃α坑加0"、/“qWD-bnlﾘﾉﾉo"ｊｅ",1945,pp87-88jDriverandMUes,⑰､Cit.，Ｉ,pp322-324iWUcke，

⑰.ｃｉｆ，pP285-292・

ｊＶＳＧＵＩ,ｐ・lOL

Landsberger,”・Ｃｉｔ.，ｐｐ,85-88．

ハンムラビ「法典」については本稿注59)参照。

ＣＨ１６１も同様。

原田慶吉，前掲書，205頁参照。

既にドライバー等の指摘するところである：DIiverandMnes,⑰｡cjfLpp245-249；田邊繁子「ハンムラビ法典に

於ける女性の地位」『同志社論叢」49,1935年，151-154頁など参照。

ｍｕ・Nmohj.h・sUeqabbana､ｋａｂｉ､datus・ａＬＵ.、､.§uburnam｣11.ｌａｇａ・ba・a・huLa.§もの解釈についてはジェイコブセンお

よびグレングスの説に依拠した：Greengus,ｑＰ・Cit.，ｐ５３２ｎｏｔｅｌ４２､ファルケンシュダインはこの箇所を『ニンヒリス

は彼女の父親の家に留りたかつたので，ルニンシュブルが彼の家に居れないようにできればいいのにと考えた』と解

釈している：｣VSCUII169,Ｌ２０－２Ｌ

あるいは妻方一夫方居住の形式をとり，現在未だ妻方に居る段階。

Ｍ９ＬＩ,ｐ､８１正６１１３９；ｐ,９７Ｔｆ７１１２７参照。

」ＶＳＣＵＩＩ２１．

〃jd.，Ｉ,pplO2-103

Greengus,⑰.ｃ肱，pp529-532･

婚姻予約の際も第三者を介入きせることが多いが，後日のトラブルを顧慮しての事で，二次的なものである。

ＦＬＰ１２８７ｉｖＵ２１－２４はその証例となろう。

Greengus,“OldBabylomanMalliageCeremomesandRites,'，ﾉＣＳ２０(1966),ｐ,６２．

TZBII2obv.ｉ5-19．JKlem,”"ＥＳ皿“HWlz）2s,1981,ppl36-137,l48notesl7-l9参照。

ＵＫｇ６１１２２'-31'．Steible,”､Cit.，ｐｐ､316-317,notesl6-l7；Ｊ､Cooper,Ｓ"””〃α"。Ａﾉbﾉbadね〃Rqyα/msc7qiDZ…ｓ
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1,1986,ｐｐ７６－７７ｎｏｔｅ５参照。

OECＴＩ,ｐＬｌ３１９，ジェイコブセンの訳出に依る：ThJacobsen,“NotesonSclectedSayings,,'、：Ｅ・Gordon,ＳＰ,P

482

I771116555obv､１０も同様。

【IETV636；ImqXI,ｐ,145,ｎｏ､５．ＣＡＤＺ,ｐｐｌ６２-163,2""""”参照。

ＵＥＴＶ６３６ｏｂｖ、18-21では，おそらく花婿側の者と思われる女`性が花嫁の家を訪れている：Greengus,妙.czt.，ｐｐ

56,61；Civil,JAOSlO3,ｐ６２ｎｏｔｅ７１参照。

ＭＳＬI,ｐ､９８Ｔｆ７１ＬＵ４１－４４、その他ＭＳＬＶ,ｐ､１２１３７参照。

CH138-139；159-161；163-164；166．ＣＥｌ７；25-26エシュヌンナ｢法典｣に関しては，AGoetze,ＴｌｂｃＬａｚｕｓｑ／

ESﾉi"z4""α,AASOR31，1956；Ｒ､Haase,DjcKcﾉﾉsch砿ﾉﾉbﾉbe"RCCﾉiなsα加沈！""８℃〃/〃ぬ"fscﾉjcγＦａｓs"jZgl979,ｐｐ､20-26な

ど参照。

Koschaker,RSGLLpp､111-200,ｅｓｐｐｐ､198-200；DriverandMUes,⑰.ｃ肱,pp259-265；Haase,Ｅｊ噸ﾉｂｍ'29j〃”

S“j"沈雄jjscﾉﾚｿﾞZ/11/zcﾉicγRCC雄9"eﾉﾉe"，1965,ｐｐ､58-61；Landsberger,Ｓﾂﾅ''６０/αｃＤａＤｊｄｌｌ,ｐｐ､93-94；Renger,Ｏ'ＷＳ４２，

pp260-265など参照。

Ｍ４ＤＩｌ６９ｈ５；、９．

ここではおそらく国家あるいは王室経営に関わる仕事に従事していたと思われる。

BucceUati,Ａ腕o”九ｓ１５；1771116619；Legram,ＴＲＵ３３１；３７０；」Vj)６２０４；Ｐ・SteinkeUer,ＲＡ７４，ｐ２，Ａ4723；ＡＵＣＴ

Ｉ１１０;327i418iTCLII5563；Boson,TCS336iMIWIII232；ＴＵＴｌｌ４等。

JVSCUI,pplO3-lO6

UM29-16-55rev・iji'２'-12'・条数は，Borger,⑰.ｃｊｊ.，ｐｐ２３－３１に従った。

ただしエシュヌンナ「法典」27-28条にはgiw腕が言及されている。

Koschaker,ＡｱOrXVIII/３，ｐｐ,230-23Ｌ

ＵＫｇ６１１２２'-1115'；ITTII2917･

本稿82頁参照。

夫方居住．現存している記録の大半は夫方居住である。Edzard,ノＣＳｌ６,ｐ､７８ＨＳＭ３６６２参照。妻方居住：I77TII

6578等。他に，結婚後一定期間妻方に，その後夫方に移居する形も在った可能性がある：ITTII3547rev2-9参照。

ファルケンシュダインも両居制を指摘し，妻方に居住すれば男性は生家における相続権を失って，舅の相続人とな

るので，花婿がそれによってメリットを得る場合にのみ妻方居住が行われたと述べている：lVSGUI,pplO6-107、
jVSCUII29，

娘が相続する場合もあるが稀である。

オーエンは，夫の死後財産相続の優先権を持つのは妻であると主張する：Owen,⑰.Ｃｉｔ.,ｐｐ・’74-175.

例えばjMSLI,ｐｌＯ３Ｔｆ７Ⅳ8-12．

Ｚ４Ｔ１２８２３；ＩＴＴＶ6836.

177112781参照。
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